
静岡産業技術専⾨学校 

登校許可証明書の提出について 
 

学校保健安全法で定められた感染症にかかった場合は、医師の診断に従い、 

学校への出席が停⽌となります。 

感染の恐れがなくなり再び登校する際には、登校許可証明書に必要事項を 

記⼊し、学校（担任）に提出してください。 

 

※ 次ページに本校指定の登校許可証明書がありますのでお使いください。 

また、本校指定の証明書ではなく、医療機関から発⾏される書式で、 

疾病名、出席停⽌期間、登校許可⽇がわかるものであれば、本校指定 

の証明書に代えて提出されても差し⽀えありません。 



登校許可証明書 
静岡産業技術専門学校 

 
学 科 名               科 

学 年               年 

学籍番号                 

氏  名                 
（上記は本人記入） 

上記の者は、下記の疾病が治癒し、感染のおそれがなくなりましたので、登校しても差し支えな

いものと認めます。 

疾病名（該当欄に○印を記入してください） 

 インフルエンザ  水痘（水ぼうそう） 

 麻疹（はしか）  咽頭結膜熱 

 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）  流行性角結膜炎 

 風疹（三日はしか）  急性出血性結膜炎 

 その他の感染症（                        ） 

 

出席停止期間      月    日 ～      月    日 

 

登 校許可日      月    日  から 

 

 

 

 

平成    年    月    日   

 

医療機関名                       

 

 

医 師 名                     印  


	登校許可証明書の提出について.pdf
	登校許可証明書.pdf

